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一時会計監査人選任に関するお知らせ 

 

当社は、2021 年８月 13 日に「会計監査人の異動に関するお知らせ」にて公表いたしましたと

おり、当社の会計監査人である EY 新日本有限責任監査法人より、2021 年３月期の会計監査業務

終了の時をもって、会計監査人を退任する旨の通知を受けておりましたが、本日付けで、同会計

監査業務が終了したため、EY新日本有限責任監査法人は当社の会計監査人を退任いたしました。 

また、当社は、2021 年 10 月６日開催の当社監査等委員会において、会社法第 346 条第４項及

び第７項の規定に基づき監査法人やまぶきを一時会計監査人に選任することを決議いたしました

ので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、金融商品取引法第 193 条の２第１項及び第２項の監査証明を行う項に公認会計士等につ

いても同様であります。 

 

記 

 

１．異動年月日 

2021年10月６日 

 

２．一時会計監査人の概要 

    ①名称              監査法人やまぶき 

    ②所在地             京都府京都市山科区川田土仏7番地36 

    ③業務執行社員の氏名       西岡朋晃、平野泰久 

    ④日本公認会計士協会の上場会社  登録されています  

     監査事務所登録制度における登録状況 

 

３．２．に記載する者を一時会計監査人とした理由 

   監査等委員会が監査法人やまぶきを会計監査人とした理由は、品質管理体制、独立性、 

専門性、監査業務の実施体制及び監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、当社の一 

時会計監査人として適任と判断したためであります。 

 

４．異動に至った経緯 

2020年９月 17日、当社の会計監査人である EY新日本有限責任監査法人から次期以降の監

査工数の増加見通しを考慮すると報酬希望額が増加していくこと等を理由に 2021 年３月期

有価証券報告書の監査業務終了の時をもって、会計監査人を退任する旨の正式な申し出があ

りました。予てより会計監査人候補先を模索してきた中で、会計監査人よりの申し出を契機

として後任の選定作業に入り、数社への申し入れを行い、折衝を行った結果、監査法人 やま



ぶき を選任することが適当であるとの判断に一旦は至りました。 

しかしながら、2021年 3月期有価証券報告書の提出期限を延長するに至ったことから、定

時株主総会では後任会計監査人の選任議案を提出せず、EY 新日本有限責任監査法人による

2021年 3月期の会計監査業務が継続されました。 

本日付けで、2021年 3月期の監査業務が終了したことにより、株主総会決議までの間、会

計監査人が不在となるため、一時会計監査人選任が必要となりました。 

これを受け、監査等委員会は、上記３．の理由により監査法人やまぶきを一時会計監査人

に選任するものです。 
     

５．上記３．４．の理由及び経緯に対する意見 

  監査等委員会の意見 

     妥当であると判断しております。 
 

以  上 


